
  

一 

 
 

 

会
計
検
査
院
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

会
計
検
査
院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
一
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

六
の
二 

第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
告
発 

第
二
十
九
条
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

六
の
二 

第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
発
し
た
事
項 

第
三
十
三
条
中
「
そ
の
事
件
を
検
察
庁
に
通
告
し
」
を
「
告
発
し
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





  

三 

理 

由 
会
計
検
査
院
が
検
査
の
結
果
国
の
会
計
事
務
を
処
理
す
る
職
員
に
職
務
上
の
犯
罪
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
つ
い
て
、
会
計

検
査
院
が
検
察
庁
に
通
告
す
る
制
度
に
代
え
て
、
会
計
検
査
院
が
告
発
す
る
制
度
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法

律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


